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令和３年度事業計画 

Ⅰ はじめに 

わが国はもとより世界中が新型コロナウイルス感染の影響を受け、私たちの生活様式は一

変してしまいました。令和２年度におけるセンター事業についても、その影響から令和元年

度と比較して、契約額、受注件数ともに大幅に減少しました。 

また、地域の方とのふれあいを目的に毎年９月に実施している「シルバーはむらふれあい

祭り」の開催断念や講習会等の延期及び中止、その他各地域班で実施する会員同士の親睦の

ためのさまざまなイベントが開催できなくなるなどの影響を受けました。 

会員数については、企業等の定年延長や継続雇用制度等が定着し、６５歳以下の入会者は

非常に少なくなっています。また、国や都から度重なる不要不急の外出自粛要請と緊急事態

宣言発出に伴う、入会説明会の中止の影響もあり、入会者より退会者の方が多くなっており、

全体では、６５０名前後で推移している状況にあります。 

 一方、少子高齢化が進展する中で、高齢者の労働力が強く求められており、就業を通じて

高齢者の生きがいと社会参加を支えるセンターへの期待は地域から非常に大きく、地域の支

え手としての存在意義はより高まっています。センターは、そうした期待に応えるため、高

齢者の雇用・就業ニーズが多様化する中で、就業機会の確保や職域の拡大など地域の特性を

踏まえた事業展開が求められています。 

このような状況の中で昨年度当センターでは、会員の皆様に対し、今後、活かしていきた

い資格やスキル等を調査いたしました。本年度についてはこれらを就業開拓に役立て、特に

地域の課題解決に向けた、受注の拡大が見込まれる分野を積極的に展開していきたく、その

ためには会員の増強が不可欠であります。 

こうした状況を踏まえ、令和３年度は、令和２年度に引き続き、感染防止対策の徹底を図

りながら、センター事業発展のため、会員の増強と就業機会の拡大を中心に取り組むほか、

安全・適正就業の推進、就業の改善、社会奉仕活動を推進し、センターをより魅力あるもの

としていきます。 

特に、会員増強については、センター事業が地域社会貢献や生きがい作り、健康増進、健

康寿命の延伸に有効に働いていることを積極的にＰＲしていきます。 

 羽村市シルバー人材センターは、本年４月に設立４０周年を迎えます。羽村市をはじめと

する関係機関の皆様、並びに発注者、市民の皆様方のご支援を頂きながら、計画目標の実現

に向けて組織一丸で取り組んでまいります。 
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Ⅱ 基本方針 

（１）社会参加の意欲のある健康な高齢者に対し、地域社会と連携を図りながら、希望する

職種や知識経験に応じた就業の機会確保と提供を行います。 

（２）社会奉仕活動等の機会を確保して、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図

ります。 

（３）高齢者の能力を生かした、活力ある地域づくりに寄与します。 

（４）安全就業と適正就業を推進します。 

（５）その他センターの目的を達成するために必要な事業を実施します。 

Ⅲ 事業実施計画 

※事業名欄 

（新規）：中期計画に掲げた事業で、3年度に新たに記載した事業 

（追加）：中期計画に掲載はなく、3年度に新たに追加した事業 

（再掲）：それ以前に掲載されている事業 

 １ 会員の増強 

当 該 年 度 末 

目 標 数 値 

会 員 数 うち女性会員 

６７０人 ２４０人 

シルバー人材センター事業を広く市民等に理解してもらうため、次の事業を実施

し会員増強に努めます。 

（１）センターＰＲの強化 

   「シルバーだよりはむら」などの広報紙やホームページによるＰＲ、会員の口

コミによるＰＲ等を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① マイナスイメージからの

転換を図ったＰＲ（イメー

ジ戦略） 

【広報部会】 

広報誌やＨＰに会員の資格情

報や仕事以外の活動をピック

アップしてＰＲすることで、

イメージアップを図ります。 

少子高齢化時代を迎えて、シ

ルバー人材センター事業が地

域社会貢献や、生きがい作り、

健康増進、健康寿命の延伸に

有効に働いていること等を積

極的にＰＲします。 

会員状況調査結果を踏まえ、

会員が所有する資格がイメー

ジアップにつながるものをピ

ックアップして紹介すること

を検討します。 

仕事以外の活動を含めピック

アップしてＰＲすることで、 

イメージの転換を図り、会員

数の増強を図ります。 
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② 女性をターゲットにした

ＰＲ 

 【女性部会】 

バルーンアート披露の保育園

訪問ボランティア活動や屋内

清掃作業など女性が活躍して

いる姿を広報誌やホームペー

ジ等で PR し、シルバー女性会

員の魅力を高め、女性会員数

の増強を図ります。 

シルバー女性会員の魅力度を

一般市民へ浸透させ、シルバ

ーの認知度をより高め、女性

会員数の増強を図ります。女

性会員 240 名を目指します。 

③ 『シルバーだよりはむら』

の発行、会員募集チラシの

ポスティング 

 【広報部会】 

『シルバーだよりはむら』 

会員・発注者向け…5 月、10

月 

市内全戸配布…8 月、1 月 

『会員募集チラシ』 

全戸配布…10 月 

会員及び各方面に配布し、会

員への情報の提供やシルバー

人材センター事業の活動状況

を広く紹介するなどのＰＲ活

動を行います。また、会員募集

チラシを全戸配布し、会員数

の増強につなげます。 

④ 新規会員獲得のための継

続的な活動 

 【総務部会】 

新規会員獲得キャンペーン

（紹介者へ粗品進呈）を設定

し、新規会員の勧誘を推進し

ます。（通知 8 月、実施期間 10

月～12 月） 

また、新規会員獲得のための

新たな方策を検討します。 

会員数の増強を図ります。 

⑤ Ｗeb 入会の推進 

 【広報部会】 

「Web入会」の更なるＰＲ強化

により利用を推進します。 
会員数の増強を図ります。 

⑥ ハローワークとの連携

【就業開拓委員会】 

ハローワークにセンターパン

フレットを配置し、センター

の PR を行います。 

ハローワークとの意見交換の

中で、シルバー会員向けの求

人ニーズを確認し、資格等一

覧とマッチングします。また、

その求人ニーズの情報を事務

局だよりへ掲載します。 

企業等の求人ニーズに合わ

せ、就業拡大を図ります。 

⑦ 市高齢者施策を通じたＰ

Ｒの依頼（市広報等への掲

載依頼） 

 【広報部会】 

市広報等に入会説明会や講習

会等のシルバー事業の掲載依

頼をします。 

羽村駅・小作駅掲示板等の公

共施設に会員募集・しごと募

集・リサイクル事業の PR 等の

ポスターを掲示します。 

また、各町内会・自治会長が一

堂に会する町内会連合会 町

内会長会を通じて、町内会掲

示板へのポスター掲示を検討

します。 

市広報等に入会説明会や講習

会等のシルバー事業を掲載す

ることで、市民のシルバーへ

の認知度を上げ、会員増強に

繋げます。 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 
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⑧ センター車輌を活用した

ＰＲ 

【広報部会】 

作業中のセンター車両を活用

して会員募集・仕事募集の PR

を行います。 

市民のシルバーへの認知度を

上げ、会員増強に繋げます。 

⑨ 「シルバーはむらふれあ

い祭り」の実施 

 【総務部会】 

国や都、市などの各種イベン

トの開催状況や、コロナウイ

ルス感染拡大状況を注視しな

がら、実施に向けた検討を行

います。（9 月） 

ふれあい祭りの新たな企画等

の参考のため、近隣他センタ

ーのシルバーまつりの視察を

行います。 

市民との交流を図るととも

に、シルバー人材センター事

業への理解とＰＲに努めま

す。 

⑩ 東京しごと財団が行う

「広報活動強調月間」に併

せたＰＲ活動の実施 

【広報部会】 

会員による市内清掃ボランテ

ィア活動を実施します。 

東京しごと財団が行う「シル

バー人材センター写真展」を

通じて、ＰＲ活動を行います。

（10 月） 

『羽村市シルバー人材センタ

ー』の認知度を高め、会員増強

に繋げます。 

⑪ 市などが主催するイベン

ト等への参加 

 【広報部会】 

羽村市産業祭（11 月） 

シルバー人材センター事業の

紹介やＰＲ活動を行いつつ、

就業開拓や会員の入会の促進

を図ります。 

⑫ 女性会員交流会の実施 

 【女性部会】 

職群の垣根を越えて、女性会

員間の交流を促進するための

「女性会員交流会」を実施し

ます。（7 月） 

女性会員間の交流を推進し、

女性会員の交流の輪を広げる

ことで、魅力あるセンターの

口コミを活性化させ、女性会

員数の増強を図ります。 

⑬ 手芸講習会（手芸班） 

市民、会員向けに手芸品作り

の講習会を実施します。 

年３回 

手芸品販売促進と手芸班会員

の増強につなげます。 

⑭ ふれあい体験講座 

 【女性部会】 

専門講師を招き、新しい分野

の手作り作品を作製します。

（3 月） 

会員の文化活動の推進を図る

とともに、シルバーはむらふ

れあい祭りに作品を展示し、

市民へＰＲします。 

⑮ 健康推進事業の推進 

【女性部会】 

「介護予防体操（定員 20 名）」

を実施します。 

毎週火曜日  

時間 午前 10 時～12 時 

場所 センター研修室 

 

口腔機能向上講座及びバラン

スの良い食事に関する講座を

推進する為、市や財団が実施

する健康に関する講座につい

ての情報を会員へ提供しま

す。 

フレイル（虚弱）予防を推進

し、健康寿命の延伸を図りま

す。 

※フレイル（虚弱）とは、健常

から要介護へ移行する中間の

段階。 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 
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（２）入会説明会の充実 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① Ｗeb 入会の推進 

 【広報部会】（再掲） 

「Web 入会」の更なるＰＲ強

化により利用を推進します。 
会員数の増強を図ります。 

② 入会説明会の充実 

 【事業部会】 

毎月 1 回 15 日（基準日） 

時間 午後 1 時 30 分～3 時 

場所 センター研修室 

会員の体験談を入れるなど、

丁寧かつ分かりやすい説明に

なるよう努め、入会説明会の

充実を図ります。 

 

（３）就業相談の充実 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① ＨＰでのタイムリーな就

業情報の提供 

【事務局】 

会員専用ページ「Smile to 

Smile」の会員利用登録を促進

させ、タイムリーな情報をス

ピーディーに提供します。 

就業相談に加え、「Smile to 

Smile」を通してのタイムリー

な就業情報提供を行うこと

で、会員との就業に関する相

談の機会を増やします。 

② 会員のメールアドレスに

就業情報を送信するシステ

ムの活用 

【広報部会】 

前年度実施した会員状況調査

の結果等を踏まえて「Smile 

to Smile」の登録を呼びかけ

るとともに、登録者へきめ細

かい就業情報の提供に努めま

す。 

「Smile to Smile」を通して

のタイムリーな就業情報提供

を行うことで、未就業会員の

解消に努めます。 

③ 就業相談の充実 

 【事業部会】 

毎月 1 回（理事会の翌日） 

時間 午前 10 時～12 時 

場所 センター相談室 

未就業会員等の就業率の向上

を図ります。 

 

（４）様々な分野の仕事の開拓 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 資格等一覧の作成 

【就業開拓委員会】 

会員のスキルを活用するた

め、資格等一覧を基に、会員

へ就業情報を提供するととも

に、就業開拓に活用します。

また、ハローワークの求人情

報を定期的に確認し、就業に

繋げていきます。 

資格等一覧を作成し、就業開

拓に役立てるとともに、会員

が希望する仕事、魅力ある仕

事の開拓に繋げます。 
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（５）会員の退会防止に向けた取組み 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 新たな就業メニューの検

討 

【総務部会】 

未就業会員等意向調査書の回

答を分析し、新たな就業メニ

ューを検討します。 

新たな就業メニューを検討・

開発することで、会員の退会

防止に役立てます。 

② サークル活動の支援（新

設を含む。） 

【総務部会】 

サークル活動について、入会

説明会や各種イベント等の機

会に、サークル紹介及び PR を

行います。 

サークル活動の支援を行い、

会員増強及び退会防止を図り

ます。 

③ ボランティア活動メニュ

ーの増加 

【総務部会】 

会員状況調査書の回答を参考

に、ボランティア活動メニュ

ーを検討します。 

ボランティア活動の選択肢を

広げ、会員増強及び退会防止

を図ります。 

④ 退会せずに在籍できる会

費負担の少ない制度の検討

（新規） 

【総務部会】 

本事業の趣旨・目的を踏まえ

て、制度の検討をします。 

退会せずに在籍できる会費負

担の少ない制度を検討しま

す。 

 

（６）福祉・家事援助、育児支援分野の仕事の開拓 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 会員コーディネーターの

設置及び増員 

【事務局】 

会員コーディネーターを 3 名

設置し、スピーディーに発注

者と会員とのコーディネート

を行います。 

会員コーディネーターは、家

事援助班会員との連絡会を定

期的に開催し、就業会員の就

業内容の確認、就業上の課題

等の意見交換を行い、家事援

助サービスの質の維持・向上

を図ります。 

福祉・家事援助サービス事業

の推進を図ります。 

② 家事援助班活動の推進 

【事業部会】 

必要に応じて適宜研修を開催

します。 

家事援助サービス就業会員の

技術の向上を図り、お客様の

満足度の向上を図ります。 

③ 羽村市介護予防・日常生

活支援総合事業（家事サポ

ートサービス）の推進 

【事業部会】 

羽村市の「介護予防・日常生

活支援総合事業」のうち、訪

問型サービス「家事サポート

サービス」を推進するため、

会員の増強に努めます。 

生活支援サービス就業会員の

育成を図り、サービス提供事

業者として、円滑な事業の推

進に努めます。 
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事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

④ 家事援助班会員交流会の

実施 

【事業部会】 

家事援助班交流会は、親睦を

目的として年１回開催しま

す。 

交流会を行うことにより親睦

を深め、家事援助グループの

スムースな運営を目指しま

す。 

⑤ 地域包括支援センター、

民生委員との連携 

【就業開拓委員会】 

センター、地域包括支援セン

ター、民生児童委員、友愛訪

問員間で相互に連携し、地域

のニーズに応えていきます。 

「シルバー」の認知度を上げ、

新規受注の獲得を目指しま

す。 

⑥ 家事援助就業会員の増強 

【事業部会】 

家事援助サービスの事業量に

応じ、シルバーだよりはむら

等で、適宜一般市民を含め、

会員を募集する。 

事業量に応じて、会員を確保

していきます。 

 

 

２ 事業実績の拡大 

当 該 年 度 末 

目 標 数 値 

契 約 金 額 

219,000 千円 

 

（１）就業開拓 

   福祉・家事援助、子育て支援分野の仕事の開拓、高齢者にふさわしい仕事の確

保、ホワイトカラー層からの希望の多い事務系職種の就業拡大・開拓を行います。 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 就業開拓員の配置 

 【就業開拓委員会】 
事務局に就業開拓員１名を配

置します。 
人手不足分野を中心に就業開

拓を行い、就業に繋げます。 

② 会員による一人一就業開

拓運動 

【就業開拓委員会】 

会員一人ひとりが年間を通じ

て営業マンとなり、就業開拓

を行います。また、新規就業

情報をセンターへ提供し、受

注に結び付いた場合は、会員

へ粗品を進呈します。 

会員に対して「１会員１就業

運動」についての認知度を高

め、受注の拡大を目指します。 

③ 就業開拓委員会の開催

【就業開拓委員会】 

シルバー人材センター一般労

働者派遣事業の推進を含め、

会員の就業機会の拡大を図る

ための委員会を開催します。

年３回 

会員の多様な働き方に対応し

た就業先の確保とシルバー事

業の拡大を目指します。 
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事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

④ 既受注先への受注依頼及

び新規受注先の開拓 

 【就業開拓委員会】 

就業開拓員・事務局による企

業訪問等を実施します。 

既存請負業務等の拡大に繋げ

ます。 

⑤ ＰＲチラシの配布、ポス

ティング 

【広報部会】 

【就業開拓委員会】 

仕事募集チラシや家事援助サ

ービスのパンフレット等を産

業祭などのイベント時や就業

先近所等に配布し、センター

事業の PR に努めます。また、

手芸班の手芸品作製活動を令

和 3 年度の重点事業として位

置づけ、シルバーだより（全

戸配布）に掲載します。 

「シルバー」の認知度を上げ、

新規受注の獲得を目指しま

す。 

⑥ 地域に密着した家事援

助、子育て支援、介護支援

分野の仕事の開拓 

【就業開拓委員会】 

羽村市、民生児童委員・友愛

訪問員、地域包括支援センタ

ーに、PR 活動を行います。 

また、４者と連携を密にし、

事業ニーズの把握に努め、供

給体制を確保します。 

「シルバー」の認知度を上げ、

新規受注の獲得を目指しま

す。また、各団体と連携し、

家事援助、子育て支援、介護

支援分野のニーズを把握し、

供給体制を確保します。 

⑦ 人手不足分野（配送仕分

け、保育補助、スーパー品

出しなど）の派遣事業の就

業開拓 

【就業開拓委員会】 

資格等一覧の情報を確認した

上で、定期的にハローワーク

のシルバー向けの求人情報を

閲覧・分析します。また、市

内のスーパーや物流センター

の求人情報を確認し、就業開

拓に繋げます。 

人手不足分野の就業拡大を目

指します。 

⑧ 会員からの希望の多い職

種の就業開拓 

【就業開拓委員会】 

総務部会が実施する「未就業

会員意向調査」の結果を確認

し、シルバーで受託可能で就

業拡大が見込める職種につい

て就業開拓を行います。 

会員の多様な働き方に対応し

た就業先の確保をします。 
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事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

⑨ 新規受注先の就業開拓

（追加） 

 【就業開拓委員会】 

【羽村高齢者クラブ連合会】 

羽村市高齢者クラブ連合会理

事会に、必要に応じて、担当

職員が伺い、各種事業のＰＲ

を行います。 

 

【保育園】 

市内保育園に通園バック作製

ＰＲチラシを配布し、手芸班

の販路拡大を目指します。 

 

【空き家管理サービス】 

空き家管理に不可欠な植木剪

定や除草作業等について、他

センターの状況を調査・確認

し、作業会員の確保を目指し

ます。 

新規受注の獲得を目指しま

す。 

⑩ 「Web 受注システム」のＰ

Ｒの推進 

【広報部会】 

「Web 受注システム」につい

てホームページやチラシ等で

ＰＲを行い、更なる利用促進

を図ります。 

ホームページを活用した受注

の拡大を目指します。 

⑪ 人手不足分野の人員確保

による就業拡大 

【総務部会】 

人手不足分野全般（植木剪定・

除草作業・清掃作業）の、作

業人員増強策を検討します。 

人手不足分野の人員供給体制

を確保し、就業の拡大を図り

ます。 

⑫ パソコン教室等の各種教

室のＰＲの強化 

【広報部会】 

パソコン教室等の各種教室に

ついて、ＰＲ方法はどのよう

な手段があるのか。また、受

講生を増やすために年間でど

の時期にＰＲを行うのがより

効果的かを検討します。 

「シルバー」の認知度を上げ、

各種教室の受講者数を増やし

ます。 

⑬ 会員の携帯電話へのショ

ートメッセージサービスの

導入（追加） 

 【広報部会】 

会員や役員に対する郵送通知

のうち、一斉送信が可能な案

件について、ショートメッセ

ージサービスの活用を検討し

ます。 

経費及び事務負担の軽減を図

る。 
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（２）リサイクル事業 

羽村市のごみの減量及び再使用に関する市民意識の高揚を図るとともに、会員

の就業の場を提供します。 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① リサイクルショップ「ト

コトン工房」の充実 

・羽村市リサイクルセンター

内のリサイクルショップ等で

リサイクル品の販売を行いま

す。 

【販売日】平日、第一日曜日 

【販売時間】10：00～16：00 

・シルバーだよりはむら等を

使い、リサイクル事業のＰＲ

を強化します。 

・HP による販売促進をしま

す。 

売上目標 1,500 千円 

 

（３）自主事業 

会員の持つ知識や経験を活かした自主事業を実施します。 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① パソコン教室 

【曜日】月・水・木・金曜日 

【時間】午前 10 時～12 時 

    午後 1 時～3 時 

※月曜日は午前のみ 

【費用】1,000 円 

市報や「シルバーだよりはむ

ら」やホームページ等で事業

PR を行い、受講者を募集しま

す。受講者延 350 名 

② 生花教室 

【曜日】第３金曜日 

【時間】午後 1 時～3 時 

【費用】1,250 円（花代込み） 

市報や「シルバーだよりはむ

ら」やホームページ等で事業

PR を行い、受講者を募集しま

す。受講者延 300 名 

③ 学習教室 

【曜日】火・水・木曜日 

【時間】午後 4 時 30 分～6 時 

【費用】月謝 5,000 円 

※小学生対象 

※都合の良い日（コマ）を 1 ヵ

月あたり 4 コマ分選択 

市報や「シルバーだよりはむ

ら」やホームページ等で事業

PR を行い、受講者を募集しま

す。受講者延 384 名 

④ 理科・数学教室 

【曜日】木・金曜日 

【時間】午後 4 時 30 分～6 時 

【費用】月謝 5,000 円   

※中学生対象 

市報や「シルバーだよりはむ

ら」やホームページ等で事業

PR を行い、受講者を募集しま

す。受講者延 96 名 

⑤ 着付け教室 

【曜日】第 1・3 水曜日 

【時間】午前 10 時～12 時 

【費用】１回 1,000 円 

市報や「シルバーだよりはむ

ら」やホームページ等で事業

PR を行い、受講者を募集しま

す。受講者延 72 名 
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事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

⑥ 初級英会話教室 

【曜日】第 1～4 火曜日 

【時間】午後 2 時～3 時 30 分 

【費用】月謝 4,500 円 

市報や「シルバーだよりはむ

ら」やホームページ等で事業

PR を行い、受講者を募集しま

す。受講者延 240 名 

⑦ 上級英会話教室 

【曜日】第 1～4 火曜日 

【時間】午後 4 時～5 時 30 分 

【費用】月謝 4,500 円 

市報や「シルバーだよりはむ

ら」やホームページ等で事業

PR を行い、受講者を募集しま

す。受講者延 240 名 

⑧ 新たな教室の検討 

【事業部会】 

センター会員が講師となる

「会員向けスマートフォン教

室」の開講を目指し、その講

師を育成するための講師養成

講習会を実施します。 

また、「一般市民向けスマート

フォン教室」を開催します。

（開催は他センターの応募状

況により財団が調整します。） 

会員の資格、技能を生かした

新しい教室を開講します。 

 

３ 安全就業の確立 

当該年度末の傷害・賠償事故は０件を目標とします。会員が健康で安全に就業で

きるよう、就業中の事故或いは就業途上における交通事故等の防止を図るため、安

全対策を推進します。 

（１）安全管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 安全・適正就業推進委員

会の開催 

 【安全・適正就業推進委員

会】 

安全就業基準の検討や対策、

適正就業について協議しま

す。 

会員の安全意識を高めるため

の啓発を行います。年 5 回（4

月・6 月・9 月・12 月・1 月 

年 5 回） 

事故ゼロを目指すとともに、

適正就業の徹底を図ります。 

② 安全対策基本計画の策定 

【安全・適正就業推進委員

会】 

安全・適正就業推進委員会に

おいて、毎年度、安全対策基

本計画及び実施計画を策定

し、理事会承認のもと実施し

ます。 

安全･適正就業の推進を図り

ます。 

③ 財団等の安全対策会議と

の連携 

【安全・適正就業推進委員

会】 

東京しごと財団の主催する会

議、第６ブロック研修会等に

出席します。 

東京しごと財団からの安全対

策に関する情報を配分金明細

書等に同封して発送します。

（年 2 回） 

東京しごと財団との安全対策

の連携を図ります。 
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（２）事故防止措置、安全教育、安全意識の普及啓発 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 「安全就業基準」「安全 10

ケ条+1」「交通ルール遵守」

の周知・徹底 

 【安全・適正就業推進委員

会】 

新入会員研修会、事務局だよ

り、シルバーだよりはむら等

の活用により周知・徹底を図

ります。また、年１０回実施

する安全･適正就業巡回で周

知・徹底を図ります。 

会員への「安全就業基準」「安

全 10 ケ条+1」「交通ルール遵

守」の周知を徹底します。 

② 事故の検証及び全会員へ

のフィードバック  

【安全・適正就業推進委員

会】 

発生した事故の報告をもと

に、原因の分析、再発防止策

を考え、会員間で共有します。 

事故の４Ｍ分析を行い、事故

情報及び安全就業基準との関

連・原因を会員で共有化する

ことにより、再発の防止を図

ります。 

③ SOS カードの配布・携帯

の徹底 

 【安全・適正就業推進委員

会】 

新入会員に SOS カード（緊急

連絡先・自己点検チェック・

安全心得 10 ケ条+1）を配布し

ます。 

携帯の徹底については、就業

報告書持参時や事務局だよ

り、安全･適正就業巡回で周知

及び携帯の徹底を図ります。 

就業中や就業途上での事故や

病気の際の迅速な対応につな

げる。また、作業前の点検事

項や就業前に自身の体調を把

握し、事故の未然防止及び健

康意識の増進を図ります。 

④ 運転業務に関する安全就

業基準の徹底 

【安全・適正就業推進委員

会】 

自動車使用要綱に基づき、関

係法令を遵守するとともに安

全運転の励行を周知徹底しま

す。 

運転業務に従事する会員が安

全に就業できるよう、運転業

務に関する安全就業基準につ

いて、財団や他のセンターか

ら情報収集を行います。 

⑤ 「安全大会」実施の検討 

【安全・適正就業推進委員

会】 

｢安全大会｣の実施について､

他センターの実施内容等を参

考に検討します。 

会員の更なる安全意識の向上

を図ります。 

⑥ 受注及び契約時における

就業現場の安全確認 

 【安全・適正就業推進委員

会】 

就業会員や担当職員が新規及

び契約内容を変更した就業現

場を確認し、就業中の事故の

未然防止に役立てます。 

就業会員交代時に危険個所の

確認ができるよう作業手順書

に記載し、引継ぎの徹底を図

ります。 

就業現場に潜む危険個所を事

前に確認することで、事故を

防ぎ、危険を伴う可能性が高

い作業については受注しない

ようにします。 

⑦ 作業の受注量制限や休業

日・予備日の設定の検討 

【安全・適正就業推進委員

会】 

過剰な受注による就業日数の

増加が一因で、会員の健康に

支障を来たすことを避けるた

め、作業の受注量制限や休業

日を設定していきます。 

過剰な受注による就業で、会

員の体調管理が困難になるこ

とを防ぎます。 
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事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

⑧ 現センター車両（安全装

置非搭載車両）から安全装

置搭載車両への更新  

【安全・適正就業推進委員

会】 

安全装置搭載車両へ更新しま

す。（7 台） 

現センター車両（13 台）を安

全装置搭載車両へ計画的に更

新し、事故の未然防止に繋げ

ます。 

⑨ 市が実施する体力測定の

参加奨励 

【安全・適正就業推進委員

会】 

市が実施する体力測定の日程

を事務局だよりで情報提供し

ます。必要な方は、測定結果

をセンターで保存します。 

身体機能の低下を自覚し、未

然に事故を防止します。 

⑩ 市が実施する健康診断等

の参加奨励 

【安全・適正就業推進委員

会】 

事務局だより等で市が実施す

る健康診断の受診の呼びかけ

をします。ふれあい祭りでの

健康相談を実施します。 

自主的な健康診断の受診を奨

励して、健康意識の増進を図

ります。 

⑪ 安全標語の募集 

【安全・適正就業推進委員

会】 

7 月の安全就業強化月間に向

けて、安全標語を募集します。

（2 月） 

安全意識の啓発を図り、潜在

的な事故の防止に努めます。 

⑫ ヒヤリハット体験の募集 

【安全・適正就業推進委員

会】 

会員のヒヤリハット体験を募

集・発表します。（常時受付、

通知は 5 月） 

危険個所の情報を共有して事

故を未然に防ぎます。 

⑬ 安全就業強化月間（7 月）

における実施内容の検討 

【安全・適正就業推進委員

会】 

7 月の安全就業強化月間にむ

けて実施内容の検討を行いま

す。(6 月) 

事故ゼロを目指すとともに、

強化月間中における会員の安

全意識の高揚を図ります。 

⑭ 「安全宣言」の実施 

【安全・適正就業推進委員

会】 

安全強化月間に合わせ、安全

の啓発を行うとともに、朝礼

時に「安全宣言」を行います。 

会員同士の安全意識の高揚を

図ります。 

⑮ 各種講習会等の開催等 

【安全・適正就業推進委員

会】 

専門機関等に講師を依頼し、

熱中症予防講習会（6 月）や転

倒予防講習会（9 月）、自転車

の交通安全講習会（11 月）を

開催します。 

市主催の交通安全講習会への

参加を奨励します。（3 月・9

月） 

安全意識の高揚を図り、就業

中・就業途上の事故を未然に

防止します。 

⑯ 安全・適正就業巡回の実

施 

【安全・適正就業推進委員

会】 

安全･適正就業巡回を実施し

ます。（年間１０回５０件） 

安全･適正就業推進員等が就

業場所を巡回し、安全就業の

状況確認や仕様書の確認など

適正就業の状況を点検し、安

全･適正就業の徹底や改善に

つなげます。 
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事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

⑰ 安全・適正就業推進委員

会だよりの発行 

【安全・適正就業推進委員

会】 

事務局だよりやシルバーだよ

りはむら等の活用により周

知・徹底を図ります。（5 月・

7 月・10 月・1 月・3 月、年 5

回） 

安全･適正就業推進委員会だ

よりは限定的に発行します。 

会員に安全･適正就業の情報

を提供し、意識の徹底を図り

ます。 

⑱ 自転車損害賠償保険への

加入状況の確認及び制度の

周知徹底 

 【安全・適正就業推進委員

会】 

派遣就業会員に対しては､自

転車損害賠償保険への加入状

況を確認します。 

その他の会員については､制

度の周知徹底を図ります。 

新入会員に対し新入会員研修

会時に自転車保険加入義務の

説明・周知をします。 

自転車損害保険等の加入義務

化に伴い、制度の周知徹底を

図ります。 

 

４ 就業の改善 

当 該 年 度 末 

目 標 数 値 

就業率 

８５％ 

 

（１）未就業会員の解消 

   公共団体、民間企業、家庭及び関係団体等に、高齢者の就業機会の確保につい

ての理解を求めるとともに、新入会員研修及び就業相談の充実など会員の就業率

向上を図るため次の活動を行います。 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 会員のメールアドレスに

就業情報を送信するシステ

ムの活用 

【広報部会】（再掲） 

前年度実施した会員状況調査

の結果等を踏まえて「Smile 

to Smile」の登録を呼びかけ

るとともに、登録者へきめ細

かい就業情報の提供に努めま

す。 

「Smile to Smile」を通して

のタイムリーな就業情報提供

を行うことで、未就業会員の

解消に努めます。 

② ワークシェアリングの推

進 

 【事業部会】 

広報配布会員に配布部数が適

量か、就業の交代意向がある

か等の調査を実施し、その回

答を踏まえ、ワークシェアリ

ングを実施します。 

年間 30 名の就業人員増を図

り、未就業会員の解消を図り

ます。 

③ 就業基準の徹底 

 【事業部会】 

会員へ就業機会を公平に提供

していくため、就業基準の運

用を徹底し、会員の長期就業

を是正します。 

未就業会員の解消を図りま

す。 
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（２）就業会員研修等の実施 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 財団主催の各種講習会情

報を提供 

【事業部会】 

新入会員研修会や事務局だ

より等で、財団が実施する

「就業支援講習」について周

知します。 

会員の技能の向上を図りま

す。 

② 清掃作業を行っている会

員向けの清掃研修 

【事業部会】 

定例的に職群横断で清掃研

修を開催します。 

発注者満足度をより一層向

上させるため、清掃作業に従

事している会員の作業の質

の維持・向上を図ります。 

③ 会員の作業の質の維持・向

上を図るための研修・講習会

の実施の検討 

【事業部会】 

整備した作業マニュアルを

活用し、前任者からのスムー

スな引継ぎに役立てます。 

お客様の満足度の向上を図

ります。 

④ 技能講習会の実施 

 【事業部会】 

植木剪定の需要に対応でき

るよう、植木剪定講習会（市

民向け・会員向け）を実施し、

植木剪定就業会員を増やし

ていきます。 

会員の技能の向上を図りま

す。 

⑤ ビジネスマナー研修 

 【事業部会】 

ビジネスマナーは継続的に

再確認し、就業に生かしても

らう必要があるため、開催時

期、回数等を検討し、開催を

予定します。 

お客様の満足度の向上を図

ります。 

⑥ 新入会員研修 

 【事業部会】 

新入会員には、希望職種だけ

でなく、様々な職種に挑戦し

てもらえるよう「会員のしお

り」等を使い、事業趣旨及び

就業の仕方等を丁寧に説明

します。毎月 1 回理事会翌日 

午前 9 時 30 分～11 時 

新入会員の就業率の向上を

図ります。 

 

（３）派遣会員教育訓練の実施 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 派遣会員向けの教育訓練

の実施 

【事業部会】 

「ビジネスマナー研修」を派

遣会員向けの教育訓練として

位置付け、新規に派遣会員と

なった会員へはビジネスマナ

ー研修への参加を呼びかけま

す。 

お客様の満足度の向上を図

ります。 
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（４）顧客満足度の向上 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 苦情等の共有 

【事業部会】 

事務局だよりに苦情の詳細を

掲載し、必要に応じて会員へ

周知し、再発防止を図ります。 

お客様の満足度の向上を図

ります。 

 

（５）就業のミスマッチ 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 技能講習会の実施 

【事業部会】 

技能系職種に関する知識・技

能を後継会員へ継承するため

の講習会を適宜実施します。 

会員の技能の向上を図りま

す。 

 

 

５ 適正就業の推進 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 適正就業ガイドラインに

沿った事業運営 

 【事務局】 

新入会員へは入会説明会の際

に、発注者へは就業内容の打

ち合わせの際に、適正就業ガ

イドラインに沿って事業を行

っていることを説明します。 

適正就業ガイドラインに沿

った事業運営を行い、適正

就業を推進します。 

② 会員、発注者に対し、適正

就業ガイドラインの周知 

【安全・適正就業推進委員

会】【事務局】 

「適正就業ガイドライン」を

企業等に対して配布やホーム

ページで周知し、適正な利用

を呼び掛けていきます。 

センターへ入会を希望する会

員に対しても、入会説明会で

配布し適正就業の理解を求ま

す。 

会員・発注者へ適正就業の

理解を求め、適正就業を推

進する。 

③ 長期就業の解消のため、

就業期間が満了となる就業

先の全会員への情報提供 

【事業部会】 

７月と１月に実施する継続就

業説明会にて、求人情報一覧

を掲示します。 

ホームページの「Smile to 

Smile」においても掲載しま

す。 

長期就業を是正し、適正就

業を推進します。 
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６ 社会奉仕等の推進 

ボランティア活動を通じ、地域社会に貢献するとともに、会員の生きがいの充実

やセンターの認知度と評価を高めていきます。 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① ボランティア活動の推進

（追加） 

【総務部会】 

会員のボランティア活動への

きっかけづくりのために、入

会説明会や地域班での口コミ

による参加促進を図るととも

に、会員状況調査書の回答を

参考に、ボランティア活動の

ＰＲ・情報提供を行います。 

参加促進を図ります。 

② 市内清掃ボランティア活

動の実施 

 【総務部会】 

社会貢献活動として、会員に

よるボランティア市内清掃を

行います。（6 月・10 月） 

より効率的なボランティア活

動が実施できるようマニュア

ルを作成します。 

市内清掃ボランティア活動

を通じて、シルバーの普及

啓発を行います。10 月は、

広報活動強調月間の取組み

として活動します。 

③ 市事業へのボランティア

協力 

 【総務部会】 

羽村市等と情報交換し、放課

後こども教室等のボランティ

アに協力します。 

地域貢献と会員の生きがい

の充実を図ります。 

④ 市内小学校通学児童見守

りボランティア活動の実施 

 【総務部会】 

全地域班において、最低週 2回

程度の見守り活動を行いま

す。 

ボランティア活動を推進

し、地域に根ざしたシルバ

ー事業の発展につなげてい

きます。 

⑤ 「ほっとカフェ」の実施 

【女性部会】 

市民や会員の交流の場とし

て、「ほっとカフェ」を下記の

とおり実施します。 

※毎月第三火曜日 

11：00～15：00 

※イベント実施時不定期開催 

市民に対してはシルバーの

認知度を高め、会員には会

員間の交流を促進し、会員

満足度を高めます。 



 18 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

⑥ 保育園訪問ボランティア

活動の実施 

 【女性部会】 

女性部会委員が中心となり、

保育園でバルーンアートの披

露を行うボランティア活動を

実施します。 

地域社会への貢献と女性会

員の生きがいの充実を図り

ます。このボランティア活

動を通じて、子育て世代へ

家事援助・育児支援サービ

スの PR も行い、シルバー人

材センターの認知度も高め

ていきます。 

⑦ 各地域班が実施するボラ

ンティア活動についての情

報共有化 

 【総務部会】 

各地域班の活動や運営につい

て、実態調査のためのアンケ

ートを作成及び実施し、情報

の共有を図ります。 

各地域班がボランティア活

動を推進するために取り入

れている効果的な情報を共

有し、ボランティア活動を

活性化させ、地域における

シルバー人材センターの存

在感を高めます。 

 

 

７ 財源の確保 

  補助金の確保、自主財源確保のための受注拡大、業務の効率化、経費節減による

安定した財政運営を推進します。 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 国、都、市への補助金獲得

のための要望 

【事務局】 

円滑な事業運営を行うために

各種補助金を申請します。 

安定した財政運営を推進す

るため、各種補助金の拡充

及び継続を要望します。 

② 自主財源確保のための受

注の拡大、業務の効率化、経

費節減による安定した財政

運営の推進 

 【事務局】 

館内節電の実施・内部印刷の

推進・業務委託の見直し等を

行います。 

より一層の経費節減に努め

ます。 

③ 派遣事業拡大によるサポ

ート補助金及び事務委任手

数料の確保 

【事務局】 

サポート補助金を申請すると

ともに、派遣事業に係る事務

手数料を確保します。 

サポート補助金を最大限に

活用し、派遣事業を拡大す

ることで、事務委任手数料

収入の増加を目指します。 
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８ 組織の充実 

（１）組織の充実 

理事会を中心に公益法人としての組織運営、財政基盤の確保やセンターにおける

就業の適正化を推進するため専門部会等の活動に対する協力、助言等を行い、公益

法人としての運営体制の充実に努めます。 

事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

① 設立４０周年事業の実施 
設立４０周年記念事業を実施

します。 
 

② 定時総会 

定時総会を６月に実施しま

す。また、定時総会前に永年会

員等の表彰を行います。 

センターにおける最高の議

決機関であり、会員の出席

率の向上を図ります。 

③ 理事会 

センター経営に関する審議等

を行います。 

年 12 回 

センター運営の議決機関で

あり、審議等の活性化を図

ります。 

④ 総務・事業・広報部会 

センターの事業運営を効果的

に推進するため、各部会を開

催します。随時 

各部会が事業計画を推進す

るために、それぞれの任務

を果たしていきます。 

⑤ 女性部会 

女性会員増強・就業拡大に関

すること、及び技能向上、文化

活動に関すること等について

検討し提案します。年 8 回 

シルバー女性会員の交流の

輪を広げ、魅力あるセンタ

ーの口コミを活性化させ、

女性会員数の増強を図りま

す。女性会員 240 名を目指

します。 

⑥ 安全・適正就業推進委員

会の開催 

 【安全・適正就業推進委員

会】（再掲） 

安全就業基準の検討や対策、

適正就業について協議しま

す。 

会員の安全意識を高めるため

の啓発を行います。年 5 回（4

月・6 月・9 月・12 月・2 月 年

5 回） 

事故ゼロを目指すととも

に、適正就業の徹底を図り

ます。 

⑦ 就業開拓委員会 

【就業開拓委員会】（再掲） 

シルバー人材センター一般労

働者派遣事業の推進を含め、

会員の就業機会の拡大を図る

ための委員会を開催します。 

年３回 

会員の多様な働き方に対応

した就業先の確保とシルバ

ー事業の拡大を目指しま

す。 

⑧ 中期計画推進委員会 

中期計画を推進するための委

員会を開催します。 

年１回 

中期計画を推進します。 

⑨ 地域班連絡員会議 

センターとの連絡調整及び会

員への周知等を図るため、年

１回開催します。 

地域における会員間の交流

を図ります。 
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事 業 名 実 施 内 容 実 施 目 標 

⑩ 地域班長会議 

事業運営の情報伝達や意見交

換を行います。 

年 4 回 

センターと地域の連携を推

進するため、要望・意見交換

を行います。 

⑪ 地域班への支援 

【事務局】 

地域班活動は今後更に重要に

なります。地域班長会議を通

じて、センターの活動状況の

報告や会員の意見等を広く聴

き、センター事業に生かして

いきます。 

地域班助成金と通学児童見守

りボランティア助成金を 4 月

に交付します。 

地域班活動を支援すること

により、地域班活動の活性

化を図ります。 

⑫ 会員の親睦、交流の推  

 進 

【総務部会】 

ふれあい祭り等において、感

染拡大防止を図りながら、会

員・市民間の親睦・交流を深め

る方法について検討します。 

各地域班及び会員・市民間

の交流をより深め、会員相

互のつながりを一層強固に

します。 

⑬ 班体制を含めた地域班の

あり方の検討 

【事務局】 

班体制を含めた地域班のあり

方を検討します。 

地域班の再編成等の検討を

行い、より機動的に柔軟に

動ける地域班体制を目指し

ます。 

⑭ 職員の人材育成のための

目標管理制度の実施 

【事務局】 

職員の仕事に対する意向・能

力・適性等を十分に把握し、効

率的な事務処理等に生かしま

す。 

目標管理制度を活用し、人

材育成を図ります。 

⑮ 研修会等への参加による

職員の能力向上 

【事務局】 

財団主催の各職層研修及び専

門研修を受講します。 

職員の資質向上を図りま

す。 

⑯ 派遣事業拡大に伴う、産

業医及び衛生管理者、安全

衛生委員会の設置 

【事務局】 

派遣会員数によって、設置が

義務付けられている産業医及

び衛生管理者、安全衛生委員

会を関係機関と調整し設置し

ます。 

派遣会員数が 50名以上とな

った場合、設置します。 

⑰ 会員参画の運営 

【事業部会】 

提案箱の設置、会員専用ペー

ジからの投稿を推進します。 

会員１人ひとりからの意

見・要望・企画提案等を募

り、センター運営の参考に

します。 

 


